
1

区分 制度 対象 実施機関
所管省
庁

備考

補助
金

省エネルギー型建設機械
導入補助事業（地球温暖
化対策）

低燃費型（３つ星以
上）のICT・ハイブリッ
ド・電気駆動の建機

購入
（一財）製造科
学技術センター

経済産
業省

ICTとのセット販売された建機本体
※H29予算：14.1億円
※H30予算：12.7億円
※H29.12時点執行率は70％未満
※H28年度は768件

サービス等生産性向上ＩＴ
導入支援事業

ＩＴツールのソフト本
体、クラウドサービス、
導入教育費用他

購入

民間団体等
事務局
公募中
(1/19～2/15）

経済産
業省

ソフトウェアのみ

※H28補正：100億円ICT土工のソ
フト導入にあたっての活用実績
→208件（1次公募分）
※H29補正：500億円

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援事業

生産性向上に資す
る投資計画

購入

民間団体等
事務局
公募中
(1/5～1/24）

中小企
業庁

投資計画に記載した機械設備等
（建機本体の購入は除く）
※H28補正：763億円
※H29補正：1000億円

税制
優遇

生産性向上の実現のため
の臨時措置法（仮称）

生産性が年平均１％
以上向上する建設
機械、情報化施工機
器 等

固定資
産税

導入促進計画
を策定した市町
村

中小企
業庁

先端設備等導入計画を市町村に
認定された機械設備等

中小企業等経営強化法 市町村

※H29末時点
経営力向上計画を認定件数
→1000件以上

中小企業経営強化税制 法人税、
所得税、
法人住
民税、事
業税

国（法人税、所
得税）、都道府
県（法人住民税、
事業税）、市町
村（法人住民
税）中小企業投資促進税制

建設機械、情報化施
工機器 等

１：補助金・税制・融資等支援一覧



２：「補助金」 サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/hosei/pdf/pr_hosei.pdf 2



３：「補助金」 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/hosei/pdf/pr_hosei.pdf 3



対象経費の区分 ICT関係の補助の対象 補助上限額 補助率

企業間データ活用型 複数企業が連携し申請 ・ICT測量機器購入費
・ICT関連ソフトウェア購入費
・後付けマシンガイダンス（MG）用機器
購入費

・ICT関係専門家経費 他

1,000万円 3分の2

一般型 企業が単独で申請 1,000万円 2分の1

小規模型 企業が単独で申請 500万円
(小規模事業者) 3分の2

(その他) 2分の1

４：「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」投資モデル

ICT関連機器の購入に関して補助がでます。

補助対象には等級区分︓⼀般⼟⽊C･Dクラスの企業が当然含まれます。

対 象 事 業

対 象 者

事 業 概 要

◆最高補助率が活用できるパターン ／ 企業間データ活用型

注）上記はあくまで例⽰でありこの投資モデルが採択を保証するものではありません。過年度事例と同じストーリーでは採択されにくい場合もあります
補 助 実 績 平成28年度 申請数15,547件、採択数6,157件（内、建設ICT関係34件）

◆補助上限額を活用できるパターン ／ 一般型

1者が後付けマシンガイダンス（MG）用機器を購入
（施工会社C社）後付けマシンガイダンス(MG)用機器 1,000万円

補 助 額 施工会社C社の2分の1 △500万円
（※補助上限額1,000万円）

自己負担額 500万円

1者が3D起工測量に必要な機器を購入
（測量会社D社）無人航空機搭載型レーザースキャナー 2,000万円

3D点群処理ソフト 150万円
小 計 2,150万円
補 助 額 測量会社D社の2分の1 △1,000万円

（※補助上限額1,000万円）
自己負担額 1,150万円

注1）いずれの型も専門家を活用する場合、補助上限額が30万円上乗せされる。
注2）企業間データ活用型について企業の連携は10者まで。補助上限額は「200万円×参加企業数」まで上乗せされ、その⾦額は参加企業内で任意に配分可能。

認定⽀援機関（銀⾏等）の全⾯バックアップを得た事業を⾏う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者。
 ⽣産プロセスの改善を⾏い、３〜５年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。

※付加価値額 ＝ 営業利益 ＋ 人件費 ＋ 減価償却費
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2者が連携し3D起工測量・3D設計データ作成等に必要な機器を購入
（測量会社A社）トータルステーション 525万円

3Dレーザースキャナー 1,200万円
3D点群処理ソフト 150万円

（施工会社B社）3D設計データ作成ソフト 100万円
後付けMG用機器 1,000万円
GNSSローバー 625万円

小 計 3,600万円
補 助 額 測量会社A社分の3分の2 △1,250万円

施工会社B社分の3分の2 △1,150万円
小 計 △2,400万円
自己負担額（2社分） 1,200万円

※建設機械本体の補助対象の可否は、具体例をもって補助⾦事務局に確認することになります。

※補助上限額は1,000万円であるが、企業間データ活用型で申請することで
200万円×2者分 補助上限額が上乗せされる。なお、上乗せされた400万円
はA・B両者で任意に分配できる。
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５：革新的ものづくり支援補助金採択事例

●平成27年度補正：採択案件7714件中、建設関係のＩＣＴ活用に関わる案件が4件
（情報化施工、ＩoＴ活用を含む。）

●平成28年度補正：採択案件6157件中、建設関係のＩＣＴ活用に関わる案件が7件

No. 事 業 計 画 名 認定支援機関名

1 最新型測量機器を活用した建設現場の生産性向上と競争力強化

○地方金融機関
○地方商工会議所
など

2 ＩoＴを活用した先進的な土木施工管理システムの開発

3 情報化施工機器の導入と若年層人材を確保育成できる新体制の構築

4 「３Ｄマシンガイダンスシステム」導入・活用による工期短縮、コスト削減

No. 事 業 計 画 名 認定支援機関名

1 ３次元データの自社作成による施工効率化

○地方金融機関
○地方商工会議所
など

2 ３次元測量設計及び施工を主力とした自社内一貫ＩＣＴ工事の提供

3 土木工事へＩＣＴ搭載建機の最適投入と大規模工事の効率化の実現

4 ＩＴ技術導入による「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」システムの構築

5 ３Ｄ設計ソフトとＩＴを利活用した工程管理による 総合建築サービス

6 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを実現するドローン等を使った赤外線探査システムの実用化

7 ＵＡＶ・３Ｄ測量導入を契機とした未来型ＩоＴマネジメント推進

平成27年度補正による建設関係を抽出

平成28年度補正による建設関係を抽出



６：支援事業（ＩＴ導入支援・ものづくり支援）の問合せ先

「補助金」 サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

お問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局サービス政策課

ＴＥＬ：０３－３５８０－３９２２

ＩＴ導入補助金ホームページ（事務局公募）

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k180119002.html

「補助金」 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

お問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省中小企業庁経営支援部技術・経営革新課

ＴＥＬ：０３－３５０１－１８１６

ものづくり補助金ホームページ（事務局公募）
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http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180105mono.htm



７：中小企業等経営強化法による支援①概要

平成２８年７月施行の「中小企業等経営強化法」により、中小企業等が取り組む「経営力向上計画」が認
定されると、以下の支援を受けることができます。

● 生産性を高めるための機械及び装置を取得（平成３１年３月３１日まで）した場合、固定資産税（地方税）が
３年間半分に減免されます

● 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等を受けることができます

例：バックホウや金属板の動力折曲機を購入

取得

H２９年 H３０年 H３１年 H３２年 H３３年
経営力向上計画の策定・認定
（バックホウや動力折曲機を
導入することで生産性が向上し、

もって経営力向上）
取得

固定資産税が半分に

固定資産税が半分に

例：新たな商品・サービス開発の資金調達に融資を利用

経営力向上計画の策定・認定
（商品やサービスを開発し

新たな販路拡大による収益向上に
よって経営力向上）

（※計画の認定は、各種支援が受けられることを保証するものではありません）

商工中金による低利融資を受けやすく
なります。

※ この他にも保証枠拡大等の金融支援が有り

7

● 法人税、所得税、法人住民税、事業税の減免措置（中小企業経営強化税制）も適用出来ます。

例：バックホウや金属板の動力折曲機を購入

経営力向上計画の策定・認定
（バックホウや動力折曲機を
導入することで生産性が向上し、

もって経営力向上）

個人事業主、資本金3千万円以下

即時償却又は税額控除10%

資本金3千万円超1億円以下

即時償却

（※）経営力向上計画がH29補正予算のIT導入補助金やものづくり補助金の審査加点要
素となるかについては、現時点では不明です。



 国税、地方税の減免をうけるために「経営力向上計画」の認定を受ける必要がある。

中小企業等経営強化法

期 間 ～H31.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主 ※経営力向上計画の認定

対象設備
160万円以上の機械及び装置であること

経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置（生産性が年平均1%以上向上する設備等）

優遇内容
固定資産税

固定資産税の課税標準を 3年間1/2に軽減

そ の 他
＜その他の支援措置＞
（法人税）中小企業経営強化税制に基づく法人税減免（別途紹介）
（金融）政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】

利用する支援措置（税制・金融）に応じ
て、その提供者（経営革新等支援機
関）に相談可能

後述の中小企業経営強化
税制で詳説
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８：中小企業等経営強化法による支援②固定資産税減免



９：生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）による固定資産減税特例
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 経営強化法に基づく固定資産税減免１／２→ 課税ゼロに減免 （法律成立の場合）



中小企業経営強化税制／

期 間 ～H31.3末

利用できる方 中小企業（資本金1億円以下）、個人事業主

対象設備 機械装置(160万円以上)→建設機械等、ｿﾌﾄｳｪｱ(70万円以上)、
器具備品・工具(30万円以上)→測量機器等、建物付属設備(30万円以上)

最新設備を導入する場合（A類型）
利益改善のための設備を導入する場合（B類型）

優遇内容 個人事業主、資本金3千万円以下 即時償却又は税額控除10%
資本金3千万円超1億円以下 即時償却

対象設備要件

＜対象設備の要件＞

A類型 最新モデルであること、生産性が年平均1%以上向上していること

B類型 投資利益率が5%であること

制度紹介HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【手続きの概要】 主務大臣

中小企業経営強化法の手続き

設備のメーカーの所属する
団体が証明書を発行

 「経営力向上計画」の認定により、固定資産税減免の他、法人税減免を受けられる。
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１０：中小企業等経営強化法による支援③法人税減免



11

１１：スケジュール感（現時点での想定）

↑
公募期間
H28.2.5～4.14
↓

公募開始

H27補正
のケース

採択決定H28.6.6 ・・・・・・

書類作成・提出

交付申請

交付決定

事業実施（購入等）

実績報告

中小企業経営強化法に基づく

経営革新計画申請
または、新法に基づく

先端設備等導入計画申請

計画承認

確定検査受検

資金調達（融資）

補助金送金

↓
6月中 ・・・・・・・・

↓
H28年度内 ・・・・

【ものづくり補助金
本体申請】

【連携している別の計画等の準備】

調達計画記載

 現時点で正確なスケジュールは明らかでないが、補正の時期の近いＨ２７補正のケースを参考
に以下に示した。補助金本体の申請のみならず、資金調達のメドも必要

 嵩上げ措置を獲得するためには、経営力向上計画ではなく、経営革新計画が必要

（※）経営力向上計画に比べてボリュームがあるので早急に取引銀行等認定支援機関に相談を推奨

※補助率2/3への嵩上げの場合

標準処理期間30日×再提出回数

記載スケジュールも、想定に過ぎないの
で、最新の状況は、6頁の連絡先を常に
ご確認下さい。


